
【問】 

私（妻）はこの度、夫と協議離婚をすることとなりま

した。離婚に伴い、婚姻期間中の財産の清算として、婚姻

期間中に夫名義で取得した自宅の土地及び建物（以下「自

宅」）を夫から財産分与により取得する予定です。離婚に

伴う税務上の留意点等を教えてください。 

（夫における税務上の留意点等については、東日本銀行コンサ

ルニュース№375を参照してください。） 
 

【回答】 

1. 贈与税 

(1) 離婚後に財産分与する場合 

① 原則 

離婚に伴う財産分与によって取得した財産につい

ては、贈与により取得した財産とはならず、元妻に

贈与税は課税されません（相基通 9-8）。 

② 例外 

次の場合におけるそれぞれに掲げる財産額は、贈

与によって取得した財産となり、元妻に贈与税が課

税されます（贈与税の基礎控除は、年 110万円）。 

(a) 分与財産額が婚姻中の夫婦の協力で得た財産額そ

の他一切の事情を考慮してもなお過当であると認

められる場合･･･その過当である部分の財産額 

(b) 離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められ

る場合･･･離婚により取得した財産額 

(2) 離婚前に財産移転する場合 

基本的に、夫から妻への贈与として取り扱われ、妻

に贈与税が課税されます（贈与税の基礎控除は、年 110

万円）。なお、財産移転時における婚姻期間が 20年以

上であり、妻が自宅に住み続けるときは、妻において

贈与税の配偶者控除（上記基礎控除のほか 2,000 万円

まで非課税）の適用を受けられます（相法 21の 6）。 

2. 所得税 

(1) 自宅の取得時期及び取得費 

① 離婚後の財産分与によって取得した場合 

財産分与により取得した自宅については、元妻がその

財産分与を受けた時に、その時の価額により取得したこ

ととなり、後に元妻がその自宅を譲渡した場合の譲渡所

得は、これらをもとに計算します（所基通 38-6）。 

② 贈与によって取得した場合 

贈与により取得した自宅については、贈与者（元夫）

の取得時期及び取得費がそのまま受贈者（元妻）に引 

き継がれ、後に元妻がその自宅を譲渡した場合の譲

渡所得は、これらをもとに計算します（所法60①）。 

(2) 住宅ローン控除 

自宅について金融機関からの借入残高があり、その

借入を元妻が負担承継する場合には、元妻が住宅ロー

ン控除の適用要件を満たしていれば、元妻は住宅ロー

ン控除の適用を受けることができます（措法 41）。 

3. 不動産取得税 

不動産取得税は、財産分与の性質により、その取扱

いが異なります。婚姻中の財産関係の清算の場合（実

質的共有財産を対象とした清算的財産分与の場合）は

基本的に課税されませんが、離婚の原因が元夫にあり

元妻への慰謝料として行われる場合（慰謝料的財産分

与）や、離婚後の元妻への扶養のために行われる場合

（扶養的財産分与）等は課税されます。詳細は、東日

本銀行コンサルニュース№367を参照してください。 

4. 登録免許税（登法 9、別表第 1） 

財産分与により取得した自宅の登記に際しては、「固

定資産税評価額×2 %」の登録免許税が課税されます。 

5. 印紙税 

東日本銀行コンサルニュース№375の 2.参照。 

6. 固定資産税（地法 343、350、359） 

財産分与の翌年以降、元妻は「固定資産税評価額×

1.4%」の固定資産税を負担する必要があります。 

7. 最後に 

離婚に伴う財産分与により自宅を取得する場合、基

本的に元妻に贈与税は課税されませんが、その後その

自宅を譲渡する際には、その自宅の取得時期及び取得

費は、元夫のものを引き継がず、財産分与時のものと

なります。例えば、財産分与により取得した自宅を 5

年以内に譲渡する場合には、譲渡所得税等の適用税率

は 39.63%（所得税、復興特別所得税及び住民税の合計）

と高率で課税されます（自宅を譲渡する場合の適用税

率は東日本銀行コンサルニュース№375 の 1. (1)①(b)

参照）。 

また、不動産取得税や登録免許税等の課税もあるた

め、もし元妻が自宅に居住し続ける予定がないのであ

れば、将来の税負担も考慮して、どのタイミングでど

のような財産で分与を受けるか等、事前に検討し交渉

する必要があると思われます。税負担の詳細について

は、税理士にご相談ください。 
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